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給油取扱所の技術上の基準等に係る運用について 

 標記のことについて、その実態等にかんがみ、下記のとおり運用することとしたので、

執務上の参考としてください。 

なお、貴管内の市町村に対してもこの旨周知いただくようお願いします。 

記 

第１ 給油空地について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　給油取扱所には、危険物の規制に関する政令（昭和34 年政令第 306 号。以下「令」と
　いう。）第 17 条第 1 項第 1 号により、固定給油設備のうちホース機器の周囲に、自動車
　等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入するための、間口 10 メートル以上、
　奥行 6メートル以上の空地（以下「給油空地」という。）を設けることとされている。　
　　この給油空地の間口については、道路から給油取扱所への乗り入れ部（以下「乗り入れ
　部」という。）として、道路に直接面して確保することとしているところである。 　　
　　平成 13 年 7 月 1 日に道路構造令の一部を改正する政令（平成 13 年政令第 130 号）が施
　行され、従前、自動車の 1 日あたりの交通量ごとに定められた道路区分に応じて、歩道
　又は自転車道（以下「歩道等」という。）の幅員が定められていたものが、道路区分にか
　かわらず歩行者又は自転車の交通量に応じ、歩道等の幅員を定めることとされたところ
　である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　これは、歩行者又は自転車のための独立した通行空間の確保を図るためのものであるこ
　とから、新たな歩道等の整備や既存の歩道等の拡幅が推進され、今後、給油取扱所に接
　する歩道等の整備状況によっては、給油空地の間口と乗り入れ部を同一のものとして確
　保できなくなることが予想される。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　このため、次の事項を満足する場合は、別紙例図に示す給油空地について、令第 23 条
　を適用し、認めて差し支えないものである。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　１ 給油空地は、間口（主たる乗り入れ部へ通じる給油空地の一辺の長さ）を10 メート
　　ル以上とし、奥行を 6 メートル以上とすること。 　　　　　　　　　　　　　　　　
　２　乗り入れ部は、車両の出入りが円滑にできる幅を確保すること。 
　３　給油取扱所における火災等災害の発生時に、給油取扱所内へ顧客が誤って進入しない
　　ため、また、給油取扱所内の顧客を迅速に退出させるため、主たる乗り入れ部と給油空
　　地とは相互に充分見通せる位置関係とすること。 

第２ 給油取扱所における自動車等の点検・整備を行う作業場の面積について 　　　　　
　 給油取扱所における自動車等の点検・整備を行う作業場は、給油取扱所の係員のみ　
　が出入する部分を除いて、令第 17 条第 1 項第 9 号の規定に基づき、則第 25 条の 4 第 　
　2 項に定める 300 平方メートルの制限を受けることとされている。この場合におい　　
　て、「給油取扱所の係員のみが出入する部分」とは、点検・整備のための床又は壁で　
　区画された部分で、通常業務において係員以外の者の出入のない部分をいうものであ　
　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　給油取扱所における自動車等の点検・整備を行う作業場においては、その作業内容　
　によ って、顧客に対し作業内容等を説明するため、係員同伴で一時的に顧客が出入す　
　ることがある。このような係員同伴での顧客の作業場への一時的な出入りは、顧客が　
　係員の監督下に常時おかれた状態であるので、当該顧客を係員として扱って差し支え　
　ないものである。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　この場合、顧客に対して、安全上必要な注意事項を自動車等の点検・整備を行う作　
　業場に掲示すること。 




